
（第17985号）東 京 都 公 報令和6年1月22日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
二
号
（
東
京
都
マ
ン

シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
基
準
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
環
境
局
気
候
変
動
対
策
部
環
境
都
市
づ
く
り
課
）…
�

○
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
東
京
都
環
境

性
能
評
価
書
作
成
基
準
）
の
一
部
改
正
（
二
件
）
…
…（
同
）…
�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
十
二
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
二
号
（
東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン

環
境
性
能
表
示
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
中
「平

成
２
１
年
東
京
都
告
示
第
１
３
３
６
号

」
の
次
に

「。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。

」
を
加
え
、
「、

別
表

」
を
「定

め

た
別
表

」
に
、

「

当
該
評
価
は
星
印
（
★
）
を
用
い
て
表
す
こ
と
と
し
、

上
位
か
ら
順
に
（
★
★
★
）
、
（
★
★
☆
）
及
び
（
★
☆

☆
）
と
す
る
。

」
を

「

当
該
評
価
は
、
星
印
（
★
）
を
用
い
て
表
す
こ
と
と

し
、
上
位
か
ら
順
に
（
★
★
★
）
、
（
★
★
☆
）
、
（
★

☆
☆
）
及
び
（
☆
☆
☆
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
断
熱

性
能
の
項
の
評
価
に
あ
っ
て
は
、
上
位
か
ら
順
に
（
★
★

★
★
★
★
★
）
、
（
★
★
★
★
★
★
☆
）
、
（
★
★
★
★

★
☆
☆
）
及
び
（
★
★
★
★
☆
☆
☆
）
と
し
、
別
表
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
項
の
評
価
に
あ
っ
て
は
、
上
位
か
ら

順
に
（
★
★
★
★
）
、
（
★
★
★
☆
）
、
（
★
★
☆
☆
）

及
び
（
★
☆
☆
☆
）
と
す
る
。

な
お
、
評
価
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

（
☆
☆
☆
）
、
建
築
物
評
価
基
準
を
適
用
し
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
（
－
）
と
す
る
。

」
に

改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る

環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五

号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た

同
条
例
第
二
十
三
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主

に
対
す
る
同
条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
表
示
基
準
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
告

示
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
基
準
別

記
様
式
備
考
１
中
「縦

３７㎜
以
上
、
横
６０㎜

以
上
と
す
る
こ
と

」

と
あ
る
の
は
「紙

面
に
表
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
縦
３７㎜

以
上
、

横
６０㎜

以
上
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
表
示
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
視
認
性
に
配
慮
し
た
サ
イ
ズ
と
し
、
縦
横
の
比
率
を

変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る

」
と
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
十
三
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
東
京
都
環
境
性
能
評

価
書
作
成
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
中
「第

１３条
の
４
第
４
項
第
１
号

」
を
「第

１３条
の
４
第
５

項
第
１
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「（

２０２０年
度
基
準
）

」
を
「（

２０２４年
度

基
準
）

」
に
改
め
、
「PA

L＊
低
減
率

」
を
「BPI

」
に
改
め
、

「ERR

」
を
「非

住
宅
用
途
BEI

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
中

「２０２０年
度
基
準

」
を
「２０２４年

度
基
準

」
に
改
め
、
「令

和
２
年

４
月
１
日

」
を
「令

和
６
年
４
月
１
日

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「第

１３条
の
４
第
４
項
第
１
号

」
を
「第

１３

条
の
４
第
５
項
第
１
号

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る

環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五

号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た

同
条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
特
定
建
築
主
に
対
す
る
同
条
例
第

二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
評
価
書
作
成
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
十
四
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号
（
東
京
都
環
境
性
能
評

価
書
作
成
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
中
「特

別
大
規
模
特
定
建
築
物
等

」
を
「非

住
宅
用
途
特
定

建
築
物
等

」
に
改
め
る
。

第
二
中
「平

成
２１年

東
京
都
告
示
第
１３３６号

」
の
次
に
「。

以
下

「
指
針
」
と
い
う
。

」
を
加
え
、
「別

表
第
１
の
評
価
基
準

」
の
次

に
「（

以
下
「
評
価
基
準
」
と
い
う
。
）

」
を
加
え
、
「同

表
の
評

価
基
準
の
段
階
に
よ
り
評
価
を

」
を
「別

表
に
掲
げ
る
基
準
に
よ

り

」
に
改
め
、
「当

該
評
価
は

」
の
次
に
「、

星
印
（
★
）
を
用
い

て
表
す
こ
と
と
し

」
を
加
え
、
「段

階
３
、
段
階
２
及
び
段
階
１

」

を
「（

★
★
★
）
、
（
★
★
☆
）
、
（
★
☆
☆
）
及
び
（
☆
☆
☆
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
項
の
評
価
に
あ

っ
て
は
、
上
位
か
ら
順
に
（
★
★
★
★
★
★
）
、
（
★
★
★
★
★

☆
）
、
（
★
★
★
★
☆
☆
）
、
（
★
★
★
☆
☆
☆
）
及
び
（
★
★
☆

☆
☆
☆
）

」
に
、
「規

則
第
１３条

の
２
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
各
措

置
と
東
京
都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
別
表
第
１
の
評
価
基
準
と
の
対

応
関
係
は
別
表
に
よ
る
も
の

」
を
「な

お
、
評
価
基
準
に
適
合
し
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
（
☆
☆
☆
）
、
評
価
基
準
を
適
用
し
な
い
場
合

及
び
記
載
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
（
－
）

」
に
改
め
る
。

第
三

一
中
「第

２０条
の
４

」
を
「第

２０条
に
規
定
す
る
特
定
建

築
主
又
は
条
例
第
２３条

の
４

」
に
、
「特

別
大
規
模
特
定
建
築
主

」

を
「特

定
建
築
物
工
事
完
了
届
出
者

」
に
、
「特

別
大
規
模
特
定
建

築
物
等

」
を
「非

住
宅
用
途
特
定
建
築
物
等

」
に
改
め
、
同
二
中

「特
別
大
規
模
特
定
建
築
主

」
を
「非

住
宅
用
途
特
定
建
築
物
等

」

に
改
め
、
同
三
を
同
五
と
し
、
同
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
別
記
第
１
号
様
式
中
Ｂ
Ｐ
Ｉ
及
び
Ｂ
Ｅ
Ｉ
の
欄
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
Ｂ
Ｐ
Ｉ
（
指
針
別
表
第
１
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
部
建
築
物
の
熱
負
荷

の
低
減
の
項
エ
の
欄
に
規
定
す
る
Ｂ
Ｐ
Ｉ
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
非
住
宅
用
途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
（
指
針
別
表
第
１
エ
ネ
ル
ギ

ー
使
用
の
合
理
化
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
の
部

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
項
エ
の
欄
に
規
定
す
る
非
住
宅
用

途
Ｂ
Ｅ
Ｉ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
値
を
記
載
し
、
当
該
値

に
応
じ
て
グ
ラ
フ
の
上
に
「
▼
」
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
同
様
式
中
「
基
準
値
」
は
、
規
則
第
９
条
の
２
第
３

項
に
規
定
す
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
の
値
を
示
す
も
の
と

す
る
。

４
別
記
第
１
号
様
式
中
「
電
気
の
再
エ
ネ
化
率
」
に
つ
い
て
は
、

指
針
に
基
づ
き
作
成
し
た
取
組
・
評
価
書
（
住
宅
以
外
の
用

途
）
に
お
い
て
記
載
を
省
略
し
た
場
合
は
、
別
記
第
１
号
様
式

に
お
い
て
も
省
略
可
能
と
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る

環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五

号
）
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た

同
条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
特
定
建
築
主
に
対
す
る
同
条
例
第

二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
評
価
書
作
成
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

東
久
留
米
施
設

二

店
舗
所
在
地

東
久
留
米
市
下
里
五
丁
目
十
二
番
十
二
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号
ほ
か

三

設
置
者
名

東
久
留
米
卸
売
市
場
協
同
組
合
ほ
か
一

名

四

設
置
者
住
所

東
久
留
米
市
下
里
五
丁
目
十
二
番
十
二

号
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二

十
号

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号

八

変
更
日

令
和
四
年
八
月
一
日

九

届
出
日

令
和
五
年
十
二
月
十
九
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

フ
ォ
レ
オ
青
梅
今
井

二

店
舗
所
在
地

青
梅
市
今
井
三
丁
目
十
番
地
九
ほ
か

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

橋
本

勝

六

変
更
後
の
設
置
者
の

大
山

一
也

代
表
者
名

七

変
更
日

令
和
三
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

赤
坂
Ｂ
ｉ
ｚ
タ
ワ
ー
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｓ
＆
Ｄ

Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

二

店
舗
所
在
地

港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

四

設
置
者
住
所

港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
六
号

五

変
更
前
の
設
置
者
名

株
式
会
社
東
京
放
送

六

変
更
後
の
設
置
者
名

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

井
上

弘

八

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

佐
々
木

卓

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヴ
ィ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
ほ
か

十
七
名

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヴ
ィ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
ほ
か

十
三
名

十
一

変
更
を
行
っ
た
小

売
業
者
の
氏
名
又

は
名
称

株
式
会
社
ヴ
ィ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
ほ
か

七
名

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

豊
島
区
南
大
塚
二
丁
目
二
十
五
番
三
十

号
（
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ａ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｅ

Ｈ
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ａ
Ｎ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｎ
株
式
会
社
）

ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

豊
島
区
西
巣
鴨
三
丁
目
二
十
五
番
十
一

－

九
百
六
号
（
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ａ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｅ

Ｈ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｎ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｎ
株

式
会
社
）
ほ
か

十
四

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

村
上

知
義
（
株
式
会
社
ヴ
ィ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
）
ほ
か

十
五

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

伊
達

宏
和
（
株
式
会
社
ヴ
ィ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
）
ほ
か

十
六

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日
ほ
か

十
七

届
出
日

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ア
ク
ロ
ス
モ
ー
ル
八
王
子
み
な
み
野

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
み
な
み
野
一
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

柳
井

隆
博
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七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

久
井

大
樹

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ａ
Ｎ
わ
も
の
や
ほ

か
十
四
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ａ
Ｎ
わ
も
の
や
ほ

か
十
三
名

十

変
更
日

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

イ
ー
ア
ス
高
尾

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
東
浅
川
町
五
百
五
十
番
地
一

三

設
置
者
名

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番

五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
ほ
か
六
十
六
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
ほ
か
六
十
二
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ス
ト
ラ
イ
プ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
ほ
か
五
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
船
場
中
央
二
丁

の
住
所

目
三
番
六
号
（
株
式
会
社
ジ
ー
ン
ズ
・

カ
ジ
ュ
ア
ル
ダ
ン
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
北
区
堂
島
二
丁
目
四
番

二
十
七
号
（
株
式
会
社
ジ
ー
ン
ズ
・
カ

ジ
ュ
ア
ル
ダ
ン
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

立
花

隆
央
（
株
式
会
社
ス
ト
ラ
イ
プ

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
部

将
士
（
株
式
会
社
ス
ト
ラ
イ
プ

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
十
二
月
十
八
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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